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第１章 マンション管理の基本と改修による再生の重要性 

 
１．１ マンション管理の主体－管理組合 

・ マンションの管理の主体に関しては、区分所有法第３条において、「区分所有者は、全員で、建物並び

にその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する」ものと規定されています。 

・ また、平成 13 年８月１日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、管理組

合等の努力について次のように示されています。 

 
 
 
 
 

さらに、同法に基づき、国土交通大臣が公表した｢マンションの管理の適正化の推進を図るための基

本的な方針｣では、管理組合および区分所有者の役割が、より具体的に示されています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理組合等の努力） 

第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に

管理するよう努めなければならない。 

２ マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割

を適切に果たすよう努めなければならない。 

１ 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向 

マンションは、我が国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの区

分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。 

このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値を 

できる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、マン

ションの管理を行うことを基本とするべきである。 

⑴ マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管

理組合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、

適正な運営を行うことが必要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な

配慮がなされる必要がある。 

また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する

必要がある。 

⑵ 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分

認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たす

よう努める必要がある。 

⑶ マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、

マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応

をするよう心がけることが重要である。 

⑷ さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に

就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又

は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を

講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。 
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・ すなわち、マンションを所有する区分所有者は、その管理を行うための団体（＝管理組合）を当然に構

成し、この管理組合が主体となってマンションの管理を行うことになります。管理組合は、構成員である

各区分所有者の意思の「合意」によって管理を行うものですから、各区分所有者は、管理組合の一員と

して組合運営に積極的に参加する等、その役割を適切に果たさなければなりません。 

 

１．２ マンションの維持保全の仕組み 

・ 管理業務は、マンションを適正に維持し、快適な居住と有効な資産価値を維持することを目的としてお

り、現在住んでいるマンションを可能な限り長く使えるよう維持していくことが基本となります。そのため

には、保守点検や修繕を計画的に実施することが重要になります。 

（１）保守点検 

・ マンションの維持保全では、まずは、保守点検を定期的に行う必要があります。保守点検とは、建物の

機能を維持するために、建物各部の不具合点や設備機器等の作動に異常がないかどうかを定期的に

検査し、消耗品の交換や作動調整、補修（軽微な修繕）等を行うことで、法律等で定められている法定

点検と、任意に行う自主点検とがあります。 

（２）修繕 

・ また、建物各部の劣化や性能・機能の低下が進んだ場合には、修繕を行うことが欠かせません。修繕と

は、部材や設備の劣化部の修理や取替えを行い、劣化した建物又はその部分の性能・機能を実用上

支障のない状態まで回復させる行為をいいます（一般的には、建物の建設当初の水準にまで回復させ

ることが目標とされます。）。修繕には、劣化の発生や性能・機能の低下の都度に行う補修・小修繕と、

一定の年数の経過毎に計画的に行う計画修繕とがあります。 

 

（３）長期修繕計画等に基づく計画修繕 

・ 計画修繕を確実に実施するためには、長期修繕計画を定める必要があります。長期修繕計画とは、マンシ

ョンを構成する部材や設備の耐久性にあわせ、マンションごとに策定される長期の修繕計画であり、通常、

30 年以上の長期展望にたち、マンション共用部分等の各部分の修繕周期と概算費用が示されます。 

・ 計画修繕の必要額は毎年一定ではなく、この費用をその都度徴収したのでは、個々の区分所有者の

生活に影響するだけでなく、未納等により費用の不足が発生して、計画修繕の適正な実行に支障をき

たすおそれもあります。このため、定期的に少額を徴収し、まとめて計画修繕に充てる修繕積立金のし

くみが一般的になっています。長期修繕計画が、必要とされる修繕積立金の算定の根拠となります。 

・ 計画修繕は長期修繕計画に基づいて実施されますが、実際の工事を行う上では、建物各部の傷み具

合に対応した有効な修繕を実施するために、調査や診断を行い、それに基づいた修繕設計により工事

部位や工事内容を確定します。計画修繕では、効率的な工事実施のため、複数の部位や工事項目を

まとめて実施することが多く、全面的な外壁塗装等を伴い、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕等

を大規模修繕と呼び、通常は 12～15 年程度の周期で実施されます。 

 

(４) 計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金の仕組みの運営概念 

・ 計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金からなる維持管理運営の基本手法は、最初に作っておけば自



 －3－ 

動的に働くものではありません。長い期間にわたりマンションを適正に維持管理していくためには、点

検・検査・診断により、建物の経年による劣化状況等の不具合や問題点を明らかにし、具体の修繕を実

施するための中短期の修繕計画を作成しつつ、修繕実績を踏まえた上で、一定期間（５年程度）ごとに

長期修繕計画を適宜見直していく必要があります。また、これと連動して修繕積立金の額も見直してい

く必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．３ 改修の重要性 

（１）マンション性能のグレードアップを図る改修の重要性 

・ マンションの経年に伴う劣化や不具合に対しては、大規模修繕等の計画修繕を適切に実施していくこ

とが必要であり、それにより、マンションの劣化を防止することができます。しかし、修繕だけではマンシ

ョンの性能の維持・回復しか実現することができません。 

・ マンションに求められる性能・機能は、住まい方の変化や設備機器の進歩等により年々高まっており、

近年の新築マンションの性能や居住性は著しく向上しています。これに伴い、近年の新築されたマンシ

ョンの水準と比較すると、高経年マンションでは性能・機能面が陳腐化しているため、資産価値が低下

することにもなりかねません。 

■高経年マンションの陳腐化の例 

住
戸
の
居
住
性
能 

住戸面積の狭隘化 
住戸面積が狭い、住戸面積が画一的で多様な規模の住戸がない、住

戸内に洗濯機置場がない 等 

断熱性能の低下 結露がよく発生する、省エネ仕様になっていない 等 

設備の旧式化・陳腐化 
材料・機器の性能が老朽化・旧式化している、給排水システムが旧式

化している、電気容量が不足している 等 

建
物
共
用
部
分
の
性
能 

バリアフリーでない 段差がある、手すりがない、エレベーターがない 等 

防犯性能が低い 

オートロックでない、見通しが確保されていない、照明が薄暗い又は

不足している、防犯カメラが設置されていないなど、防犯に対する配

慮がなされていない 等 

エントランスの陳腐化 
内装仕上げ材、照明器具、集合郵便受け・掲示板等の金物類の性

能、デザイン等のエントランスホールの雰囲気が陳腐化している 等 

長期修繕計画 管理組合の運営・判断 
（点検・検査・診断等） 

修繕積立金 計画修繕 

計画に基づく 
実施の目安 

計画に基づく 
費用の蓄積 

修繕費用 
支払い 

実績を踏まえた
一定期間ごとの
計画の見直し 

修繕内容や方法 
時期等の確定 

実績や建物状況
の記録等

■計画修繕・長期修繕計画・修繕積立金の仕組みの運営概念 
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共用スペースの機能

の陳腐化 

管理事務所、宅配ロッカー・トランクルーム、共用倉庫、ラウンジ、プレ

イルーム、宿泊室等の機能がない 等 

外観イメージの陳腐化 仕上げ材、デザイン等の外観の雰囲気が陳腐化している 等 

敷
地
内
の
性
能 

バリアフリーでない 段差がある、手すりがない 等 

敷地内のイメージの陳

腐化 

車道・歩道・広場等の舗装材料のデザイン・性能、屋外灯や外構工作

物等のデザインが陳腐化している、緑化環境が整備されていない 等 

附属・共用施設等が整

備されていない 

集会所の機能が十分でない、駐車場・駐輪場・バイク置場等が不足し

ている 等 

 

・ こうしたことから、高経年マンションの質及び価値を長持ちさせていくためには、修繕による性能の回復

に加えて、現在の居住水準・生活水準に見合うようマンションの性能をグレードアップし、住みよいマン

ションにしていくことが重要になります。 

・ なお、一般的には、性能・機能をグレードアップさせる工事のことを「改良工事」といい、修繕及び改良

により建物全体の性能を改善する工事のことを「改修工事」といいます。 

改良工事 
建物各部の性能・機能をグレードアップする工事。マンションを構成する材料や設備を

新しい種類のものに取替えることや、新しい性能・機能等を付加することなどがある。 

改修工事 修繕及び改良（グレードアップ）により、建築物の性能を改善する変更工事。 

・ 改修工事を適切に実施することで、マンションの物理的な老朽化の防止に加え、陳腐化を防止すること

ができます。このため、建築後一定の年数を経過したマンションでは、単なる修繕工事ではなく、修繕と

改良を含めた改修工事を実施することが、マンションを住みよいものにし、その質及び価値を長持ちさ

せていく上での重要なポイントになります。特に、マンションで一般化している大規模修繕工事は、修繕

と呼ばれていますが、その実施回数を追うにつれ、改良の割合を大きくした改修工事として実施する必

要があります。 
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■計画修繕と改修の重要性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（２）建替えとの比較からみた改修の重要性 

・ マンションは維持管理を適切に行い、なるべく長く住みつづけることができるようにすることが基本となり

ますが、極度に老朽化が進むと、大規模修繕や改修では安全で住みよい環境に回復・改善できなかっ

たり、それに非常に大きな費用がかかるようになったりします。こうした場合には、建替えについての検

討が必要となることがあります。 

・ 建替えに向けた区分所有者の合意形成を円滑に進めるためには、建替えと修繕・改修とについての比

較検討を十分に行い、建替えの必要性を区分所有者間で共有することが重要なポイントになると考えら

れます。 

・ 建替えと修繕・改修との比較検討にあたっては、建替えと修繕・改修それぞれの場合の居住性等の改

善効果を把握するとともに、所要費用を算定して比較検討することが求められます。なお、平成14年12

月に改正された区分所有法においても、建替え決議を行うにあたっては、建替え費用のみならず、改

修費用についても算出し、全区分所有者に通知することが要件とされています。 

・ このように、建替えとの比較検討という点からみても改修の検討は重要となります。なお、建替えと改修

の比較検討の方法については、「マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針」に従い、国

土交通省が作成、公表した「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html からダウンロードで

きます。）を参照して下さい。 

 

１．４ 改修工事の基本的考え方 

・ 計画修繕（大規模修繕）は、マンションを部材・設備等の構成部位に分解し、構成部位ごとの修繕周期

に基づいて実施する工事です。この各構成部位の修繕工事の際に、その既存性能をグレードアップす

性
能 

補
修 

修
繕 

劣化

経
年 

社会の変化等により向上

していく水準 

初期性能 

１回目の大規模修繕 

（12～15年目程度） 

改
良 

改
修 

改
修 

２回目の大規模修繕 

（24～30年目程度） 

３回目の大規模修繕 

（36～45年目程度） 

※回数を重ねるごとに、改良の割合を大きくした改修工事とすることが重要 

修
繕 

補
修 

改
良 

修
繕 

改
良 

補
修 

今日の一般的住宅水準 

改
修 
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る改良工事を織り込んでいくことが、マンションの性能を高めていく上での基本的方法となります。例え

ば、手摺等の鉄・アルミ部、外壁仕上げ、屋根防水、サッシ、給排水管、電気設備、テレビ共聴設備な

ど、マンションを構成する既存部位の材料や設備機器をより新しく、より性能の高いものに取替えること

や、既存部位に改良を加えることなどが該当します。こうした既存性能をグレードアップする改良工事

（レベル１）の方法については、第２章で説明します。 

・ 一方、計画修繕（大規模修繕）の工事項目は建物の初期性能をもとに設定され、初期性能の影響を強

く受けることから、計画修繕に取り上げられる工事項目の改良工事だけでは、既存性能の水準をグレー

ドアップするに留まります。このため、居室の増築や空住戸を活用した住戸の２戸１戸化による住戸面

積の拡大、不要となったスペースの有効活用による共用部分の大規模改造、集会所や立体駐車場の

新築・建替え、エレベーターの設置など、増築・改造等の大掛かりな工事によりマンションに新たな性能

や機能を付加する大規模な改良工事（レベル２）も必要とされます。こうした増築・改造等により新しい性

能・機能を付加するグレードアップの方法については、第３章で説明します。 

・ なお、新たな性能・機能を付加する大規模な改良工事（レベル２）は、計画修繕の際に既存性能をグレ

ードアップする改良工事（レベル１）とは別に独立して実施されることも想定されますが、効率的な工事

の実施のためには、大規模修繕工事を行う際に、レベル１とレベル２の改良工事を同時に行い、マンシ

ョンの性能・機能を総合的に改善する改修工事として計画することが望まれます。こうした改修工事によ

るマンションの性能の総合的なグレードアップの方法については、第４章で説明します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性
能
水
準 

マンション
の初期性能 

計画修繕項目について
既存性能のグレード 
アップ（レベル１） 

増築・改造等による新しい 
性能・機能の付加による 

グレードアップ 
（レベル２） 

《既存マンション》 

■改良工事の基本的考え方 

既存性能の 
維持・回復を目
的とした修繕 

《
改
良
工
事
》 

＋ 

＋ 

高 

低 

性能

劣化

性
能
の
向
上 

新築、増築、改造等の
大規模建築工事によ
り、新しい性能や機能
を付加する。 

既存部位の材料や設
備機器を、新しい性能
の高いものに取り替
える、既存部位に改良
を加える。 
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１．５ 改修工事の進め方 

・ 大規模修繕時等に行う改修工事の基本的な進め方は、発意→検討体制の確立→専門家等の選定→

調査診断→改修基本計画→改修設計→工事費見積→資金計画→合意形成・集会における決議→工

事実施、という手順となります。 

・ 大規模修繕工事の実施を検討するにあたっては、長期修繕計画に基づき、建物・設備の調査診断を行

い、現状の劣化・損傷の程度等を正確に把握し、必要と考えられる工事内容を検討することが重要です。

また、長期修繕計画の内容についても、適時（概ね５年ごと）に見直しを行うことも必要です（※長期修

繕計画の作成に関しては、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントを参照してください）。 

・ 各手順の概要と進め方の留意点等を整理すると次のようになります。 

（１）検討体制の確立 

・ 改修工事は専門技術的な知識を必要とし、その準備から工事完成までに３～５年程度を要するのが一

般的です。これを通常１～２年ごとに理事が交代する理事会のみで対応することには、知識面や時間

面で限界であるため、専門委員会（修繕委員会、長期修繕計画委員会等の名称がよく用いられます。）

を設置して継続的に検討を行うことになります。管理組合内の専門委員会のメンバーには、歴代の理事

経験者、区分所有者のうちの建築や設備等の専門家等が含まれることが一般的です。 

・ 専門委員会は理事会の諮問機関として設置されることが多く、必要とされる改修工事の内容、実施上の

問題点、その解決方策等を調査検討します。専門委員会の役割は、専門的見地からの調査検討結果

に基づく提案を行うところまでであり、意思決定の主体はあくまで管理組合であることから、最終的な方

向付けは理事会による決定になりますので、専門委員会は理事会と良好な関係を維持しながら協力し

て検討を行っていくことが重要になります。 

 

（２）専門家等の選定 

１）改修工事への専門家等の関わり方 

・ 改修工事の実施にあたっては、まずは、管理組合のパートナーとしてマンションの改修業務に精通した

専門家等を選ぶ必要があります。調査診断や改修設計等の建築技術的な支援を得る必要があることか

ら、建築士を有する設計事務所、建設会社、管理会社等を選定します。なお、管理組合内の合意形成

の支援等を得る上では、マンション管理士を活用することも考えられます。 

・ 建築技術的な支援を行う専門家等の関わり方には、「設計・監理方式」と「責任施工方式」とがあります。 

設計・監

理方式 

・ 建築士を有する建築設計事務所・建設会社・管理会社等を選定し、合意形成までの段

階では、調査診断・改修設計・施工会社の選定・資金計画等に係る専門的、技術的、実

務的な業務を委託し、工事実施段階では工事監理を委託する方式。 

・ 工事費以外にも専門家の費用が発生しますが、調査診断・改修設計と施工が分離して

いるので、診断、設計、修繕工事の仕様の決定、工事監理までを専門家が一貫して支

援することにより、必要とされる工事を客観的に見極めた上で工事内容を定めることがで

きることや、競争入札等の競争原理を導入して施工会社を選定することができ、管理組

合の立場にたった工事監理が行われることなどのメリットがあります。工事内容・工事費

の透明性の確保、責任所在の明確さなどの点で望ましい方式であるといえます。 
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責任施工

方式 

・ 建築士を有する施工会社（設計・施工・監理部門を有する建設会社や管理会社等）を選

定し、調査診断・改修設計・資金計画から工事の実施までの全てを請け負わせる方式。 

・ マンションの事情に精通した信頼できる施工会社がいる場合に採用されることがあり、初

期の段階から施工性（工事中の仮設計画や工事実施手順等）に配慮した検討を行うこと

ができることから、設計・監理方式のような専門家の費用を必要としないというメリットがあ

ります。 

・ ただし、設計と施工が一体化するため、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやす

く、また、技術的知識が施工会社のみに偏るため、正しい判断で必要な工事内容を定め

るという点で問題となる場合があります。この方式を採用する場合は、検討結果の適切な

情報開示や検討内容ごとの費用内訳の提示等を受けることが重要となります。 

・ また、あらかじめ特定の１社に限定せずに、一定の条件を定めて複数の施工会社の候

補から選定することも考えられます。 

注）上記のほかにも、多種多様な専門家等の関わり方（CM 方式等）が存在します。いずれにしても、専門家

等はあくまで管理組合のパートナーであり、改修工事の実施に係る意思決定の主体は管理組合であると

いう認識が非常に重要となります。 

 

（参考：専門家等の関わり方のその他の例） 

■CM 方式 

・ コンストラクションマネージャー（CMR）と呼ばれる専門家が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に

立って、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管

理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を行う方式です。CMR が設計や監理を

兼務する場合も多く見られます。 

・ この方式では、発注者が施工者に工事費を支払う過程に CMR が介在し、施工者がコストに関する情報

を管理組合にとって分かりやすく開示することができるため、工事費の構成を透明化することが期待で

きます。また、設計・施工会社との協議において、管理組合の代わりに、高度な専門性を持つ CMR が

助言・提案・資料作成等を実施することで管理組合を補完することも期待できます。 

・ 一方で、CMR が工種ごとに専門工事業者を選定するため、管理組合から個々の専門工事業者の資質

が見えにくいほか、工種間の現場における調整が十分でない場合や、工事全体の安全管理や作業員

教育等の指示命令系統の面で不安が残る場合があります。そのため、工事全体の統括・保証等を行う

ために工事統括管理会社（元請負人）を置く場合もあります。 

・ また、プロジェクトの進行について検討・承認事項が多く、時間を要することがあります。さらに、個々の

施工会社に対して工事費の精算が発生するため、最終的な総工事費が変動する可能性があることに

留意が必要です。 

・ そのため、発注者とCMRそれぞれの権限範囲を明確化し、そのことを設計・施工会社に対して明示・周

知する必要があります。 

 

■ECI（Early Contractor Involvement）方式 

・ 設計段階より施工者の技術力を設計内容に反映させ、施工の数量・仕様を確定した上で工事契約をする

方式です。最も優れた技術提案を行った施工者を工事発注における優先交渉権者として、その提案を設

計に反映させて実施設計ができた段階でその優先交渉権者と価格交渉し、工事請負契約を締結します。 
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・ この方式は、超高層マンションや複合用途型のマンション等で、発注時に詳細仕様の確定が困難な場

合に適しており、設計段階で、発注者と設計者に加えて施工者も参画することから、種々の代替案の検

討が可能となります。また、設計内容に対して施工性等の観点から提案が行われることから、コストや工

期の圧縮に加えて、工事が始まってからのトラブルを軽減することも期待されます。 

・ 一方、施工者の技術提案を取り入れながら設計者が設計を行うことから、施工者と設計者の責任分担

等を明確化する必要があります。また、施工者の競争原理が働きにくい点にも留意が必要です。 

・ 一部の公共工事等で導入されていますが、適用事例は限られており、有識者の助言等を得ながら検討

を進めることが望ましいでしょう。 

 

２）専門家等の選定方法 

・ 専門家等の選定にあたっては、まずは候補者を選びます。関係者から推薦を受ける方法、業界紙等で

公募する方法、関係する公益法人や地方公共団体等から情報提供を受ける方法が考えられます。候

補者をリストアップしたら、ヒアリング等を十分に行い、当該管理組合にとって最もふさわしいと考える専

門家等を選びます。計画提案を依頼し提示された計画案を比較し最も適切と考える１社を選定する場

合と、競争によらず随意に選定する場合とがあります。 

・ 専門家等の選定方法として代表的なものは次の通りです。 

見積合わ

せ方式 

・ 推薦または公募により、複数の発注先候補に見積の提出を求め、見積金額の総額の大

小だけではなく、見積内容等を比較検討して発注先を決定する方式。 

・ 候補者により提案された計画内容にばらつきが見られる場合は、ヒアリングなどを行うこ

とで、その妥当性を十分に検討する必要があります。 

特命随意

契約方式 

・ 推薦を受けるなどして特定の 1 者からの見積で内容を精査し決定する方式。 

・ 発注先の選定に要する事務手続きを効率化し、発注までの期間を短縮できるほか、信

頼のおける専門家等に一任できます。 

・ 一方で、提示された見積金額の適正性を判断することが難しく、特に発注者に専門知識

がない場合は提案内容の確認や評価が難しくなる可能性があります。 

 

・ 選定にあたっては、提示された見積のほか、専門家等の提案力（課題に対する提案の的確性・実現性

等）、技術力（過去の業務実績、保有技術者数・有資格者数等）、体制（業務体制、業務の基本スタンス、

瑕疵があった場合の対応等）等について考慮する必要があります。また、責任施工方式の場合は、施

工会社の概要（資本金、年間工事受注額、経営の安定性等）についても考慮する必要があります。なお、

専門家等の技術力については、グレードアップ（改良）工事を必要とする場合は、修繕だけでなく、マン

ション（住宅）の新築時の仕様・工法等についての最新の知識・技術等も十分に有する専門家等を選ぶ

ことが重要であると考えられます。 

・ 専門家等の依頼先としては、中立性を保ちつつ管理組合をアドバイス等によりサポートするマンション

管理士や、CM 方式を採用する場合の CMR 等が考えられます。 

（３）調査診断と改修設計 

・ 本マニュアルでは、大規模修繕工事を迎える一定数を経過した高経年マンションについて、建設当時

のごく標準的な仕様・性能を想定し、この標準的なマンションに考えられる様々な改修工事の内容につ
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いて示しています。しかし、実際に行われる改修工事では、各マンションの物的状況、居住者の属性及

び住宅に対するニーズ等により、必要とされる工事内容が大きく異なります。また、費用などの点で、必

要とされる改修工事の全てが一度に実現できるとも限りません。 

・ このため、以下のような手順で、実際に行う改修工事の内容を絞り込んでいく必要があります。 

１）調査診断及び改修基本計画の作成 

・ 建物の調査診断（竣工図書・修繕記録等によるチェック、現地観察・調査・詳細診断の実施等）を行い、

建物各部の現状の劣化・損傷の程度、不具合点や問題点、現マンションが有している性能の程度等を

正確に把握します。調査診断を行う際には、不具合や問題点が、経年劣化によるものか建設時又は前

回改修時の設計や施工の不備によるものかの判定が重要となります。それによって対処方法（改修方

法や費用負担）が異なってくるからです。また、工事実施までの間に危険が生じる可能性があるなど、

緊急に対処する必要がある箇所については、その対応方策についても検討する必要があります。 

・ 調査診断が終わった段階で、調査診断結果の報告会を行い、区分所有者全員にマンションの劣化等

の状況を正確に認識してもらうことが重要です。 

・ また、調査診断の段階では、区分所有者に対する意向調査を行い、当該マンションが抱えている問題

点や居住者の改善ニーズを把握することも重要です。この改善ニーズと調査診断結果をもとにして、問

題点に対する基本的対応方策を検討し、改修基本計画を作成します。この際、多数の区分所有者が必

要としている工事かそれとも特定の一部の区分所有者が共通して必要としている工事なのか、また、安

全性に関わる工事かそれとも日常生活を便利にするための工事なのかなど、改修工事の目的と必要性

を明確にしながら、工事の優先順位を定めることも大切です。 

・ なお、調査診断の時期は、管理組合の資金計画や合意形成などの運営面からみて、長期修繕計画に

定められた工事実施時期の２年前程度に行うことが望ましいと考えられます。 

２）改修設計 

・ 改修基本計画に基づき、改修設計を行います。改修設計では、改修により実現しようとする耐久性・耐

用性・居住性等の目標値及び実際に採用する材料・工法を定め、工事を行うための設計図書（工事仕

様書及び設計図）を作成します。 

・ 工事内容を定める上では、工期・工程・仮設計画等の検討や、工事中の窓の開閉制限、バルコニーの

使用制限、仮住居への引っ越しの必要性の有無など、工事による日常生活への支障の程度について

の検討も必要となります。また、当該工事に伴う建築関係規定上の手続きについての検討も必要となり

ます（巻末の「〈参考１〉マンション改修に関する建築基準関係規定上の手続き」を参照下さい。）。 

（４）工事費見積・施工会社の選定 

１）発注先候補の募集等 

・ 設計・監理方式の工事実施段階における施工会社を選定するにあたっては、まずは、工事費見積を依

頼する会社を選ぶ必要があります。推薦を受ける方法、公募等の方法がありますが、公正さや透明性を

確保する上では、業界紙やマンション内での募集掲示等による公募が望ましいと考えられます。特に、

多額の工事費を要する大規模マンションにおいては、トラブルを回避するためにも、施工会社の選定方

法について管理組合の合意を得ておくことが望ましいと考えられます。 

・ 公募をする際には、応募業者の工事実績（改修工事の実施件数・金額、当該マンションと同規模のマン
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ションでの改修実績の有無等）、技術資格者数、概要（資本金、年間工事受注額、社員数、経営の安定

性等）、その他の特徴（高い技術力を有していることや、地元企業でのアフターサービス・相談対応など

のサポート支援や相談が受けやすい等）等の書類の提出を受けて参加業者を選びます。なお、これら

の項目についてあらかじめ一定の参加条件を設定する場合もあります。 

２）発注先の選定 

・ 発注する施工会社の選定方法として代表的なものは次の通りです。 

＜複数の候補会社から選定する方式＞ 

推薦または公募により、複数の発注先候補に見積の提出を求めます。 

① 見積合わせ方式 

見積条件の設定方式によって２つの方式があります。見積の提出を求める際に、発注者からあらかじ

め一定の具体的な条件を提示する方式（条件提示型）と、施工会社からの提案にある程度の自由度を

持たせる方式（提案型）です。各会社から提示された見積金額の総額の大小だけではなく、見積内容

等を比較検討して発注先を決定します。以下に概要を記載します。 

 

見積合わせ

方式 

■条件提示型 

・ 一般的には、管理組合から設計コンサルタント業務を請け負った専門家等が、管理組

合との協議の上で仕様・工事項目・数量及び見積条件を検討し、発注先の候補となる

施工会社に提示した上で見積を募る方法です。 

・ 工事の見積条件を設定するためには、事前に調査診断によってマンションの現状を正

しく把握した上で、改修設計（図面、仕様書、数量書、概算書の作成）を行った結果を

もとに、例えば、見積を依頼する相手方に対して、次のような資料を提示することが考

えられます。  

①改修工事設計図：改修する範囲の明示  

②改修工事仕様書：工事現場管理、足場仮設の方法、下地処理、塗装、防水工事等

各工事項目の施工方法、材料等の種類・量等の明示  

③数量内訳書：工事対象数量の明示  

④その他：工事の期間、工事金の支払方法、監督・検査の方法など工事に係わる条

件  

・ 同一条件により比較しやすい見積書の提示を受けることができ、管理組合にとって工事

金額の比較がしやすいため、現在、多くのマンションではこの方式が採用されています。 

・ なお、見積条件として仕様や工事項目のみを提示し、数量については施工会社に積

算を求める場合もあります。 

■提案型（※） 

・ 管理組合が必要と考える見積条件のみ提示して複数の発注先候補に見積の提出を求

めます。各施工会社が必要と考える仕様・工事項目・数量等を独自に設定し、これらの

要素を積算する他、工期や技術力、安全性などの施工計画についても企画提案を求

めることができる点に特徴があります。 

・ 施工会社からの提案内容に仕様や工法等も含まれる場合は、管理組合においてはこ

れらの部分に関する積算等において改修設計に定めなくてもよくなる点に特徴があり

ます。 
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・ 一方で、各社の仕様や工事項目、数量にばらつきが出るため、適切かどうかを見極め

にくく、総工事金額だけの判断になりやすい点に留意が必要です。 

② 競争入札方式 

評価の方法によって２つの方式があります。価格のみで発注先を決める方式（価格競争型）と、価

格と価格以外のいくつかの要素（工事実績、技術資格者数、会社概要等）で判断する方式（総合評価

型）があります。 

競 争 入 札

方式 

■価格競争型 

・ 発注者が入札参加業者を指名する場合（指名競争入札）と、特に一定の条件を満たせ

ば入札への参加を認める場合（一般競争入札）があります（マンションの修繕工事にお

いては、用いられることは少ないですが公共工事などで価格を評価し施工者を落札す

る方式です。）。 

・ 見積合わせ方式（条件提示型）と同様に、発注者がマンションの現状を正しく把握した

上で、候補者への見積条件の提示が必要になります。 

・ 施工会社の候補先の選定において、管理組合にて推薦または公募により候補会社を

決めるため、選定までの手間を省くことができる点に特徴があります。 

・ 価格について比較評価しやすい一方で、最低制限価格を設けない場合は、適正な施

工が担保できないと考えられる低価格での受注（ダンピング）が行われ、施工品質が担

保できない事態を招く恐れがあり、留意する必要があります。 

■総合評価型（※） 

・ 工期や技術力、安全性などの施工計画などの価格以外の提案要素と価格を総合的に

評価して、発注先を決める方式です。 

・ 工事内容に留まらず施工計画全体を評価でき、価格以外の提案要素についても競争

させることで、施工品質の向上が期待できることに特徴があります。 

・一方で、発注先の選定までに時間を要したり、評価のための手続きが複雑となるなど

発注者の負担が大きくなる可能性に留意する必要があります。 

＜特定した１社の候補会社から選定する方式＞ 

推薦を受けるなどした特定の１社から見積の提出を求め、内容を精査し決定する方式です。 

特 命 随 意

契約方式 

・ 発注先の選定に要する事務手続きを効率化し、発注までの期間を短縮できるほか、信

頼のおける施工会社に一任できることに特徴があります。 

・ 一方で、発注者が１社を特定するため、複数社との比較ができないことから提示された

見積金額の適正性を判断することが困難であり、特に発注者に専門知識がない場合

は施工状況や品質についての確認や評価が難しくなる可能性があります。 

 

＊プロポーザル方式（総合評価型）  

上表において、管理組合が必要と考える見積条件のみ提示して複数の発注先候補に見積の提出を

求める「見積合わせ方式（提案型）」は、各施工会社が独自に企画提案をすることができる点に特徴があ

りますが、この方式をプロポーサル方式と呼ぶことがあります。 

また、価格以外の提案要素と価格を総合的に評価して、発注先を決める「競争入札方式（総合評価

型）」の一形態としてプロポーサル方式を捉える場合もあります。なお、前述のとおり、適切な工事発注

の観点からは、管理組合を中立的な立場からサポートする専門家が重要です。そのため、CMR やマン

ション管理士等を活用することが有効です。また、発注先の施工会社の高い技術力やアフターサービス
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を含めたサポート支援等の特徴などを見極めて選定することが必要です。 

 

・ 複数の施工会社を発注先候補として選定を行う場合、各社から見積書が提出されれば、個々の見積内

容、単価、金額等をチェックし、金額に大きな差がある場合などはその理由を確認します。また、施工者

の能力や施工体制等のヒアリングを別途行います。なお、著しく低い価格を提示した業者等に対しては、

施工品質や工期が適切に担保されているか、積算の前提条件などを十分に確認しておく必要がありま

す。こうした検討を行い、最終的に適切であると考える施工会社を選定します。 

 

（５）資金計画 

・ 改修工事の費用は、修繕積立金によりまかなわれることが一般的ですが、積立金が不足している場合

には、金融機関からの借入金か、区分所有者からの一時金徴収でまかなう必要があります。また、借入

金と一時金徴収とを併用する場合もあります。 

・ 借入金の場合は、住宅金融支援機構（マンション共用部分リフォーム融資）や民間金融機関から借り入

れることになります。また、地方公共団体の中には、一定の融資制度等を設けているところもあります。

巻末の「〈参考４〉住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資」や各地方公共団体が独自

に設定している融資制度や補助制度を確認の上、詳細は、住宅金融支援機構各支店又は地元の地方

公共団体にお尋ね下さい。 

・ なお、耐震改修工事については補助制度を利用することも可能です。巻末の「〈参考３〉耐震改修工事

に係る補助及び税制特例」を参照して下さい。また、地方公共団体の中には、自治会によるマンション

の居住環境改善に適用される補助事業を設けているところがあります。基本的には自治体による活動

を対象にしていますが、管理組合でも利用できる場合があります。巻末の「〈参考５〉マンションの居住環

境改善に係る自治会活動に対する補助事業」を参照の上、詳細は、地元の地方公共団体にお尋ね下

さい。 

（６）合意形成と集会における決議 

１）合意形成 

・ 改修に向けた合意形成の最大のポイントは、資金計画にあります。修繕積立金を取り崩した場合に残

額はいくらで将来の修繕工事はどうなるのか、借入をした場合は以降の毎月の修繕積立金額がいくら

に増額されるのか、一時金を徴収する場合はその徴収額はいくらになるのか、などの内容について十

分に検討した上で合意形成をする必要があります。 

・ いずれの場合も区分所有者が相応の負担をすることになるため、区分所有者の改善ニーズをアンケー

トやヒアリング等により十分に把握し、改修内容の必要性について検討した上で、合意形成に努める必

要があります。複数の案を比較検討することも考えられます。合意形成を容易にするため、予算に合わ

せてできる範囲の工事だけを行ってしまう場合がありますが、中途半端な工事は長い目で見れば無理・

無駄が多くなってしまいますので、改修基本計画に基づいて計画的に改修工事を定めることが重要で

す。 

２）集会における決議 

・ 改修工事の実施の最終的な決定は、区分所有法の規定に基づき、管理組合の集会（総会）における決
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議で行います。 

・ 大規模修繕工事（同時に行われる改修工事を含む）は、その規模・内容・程度等から、共用部分の変更

にあたる工事となります。共用部分を変更する行為の決議要件は、共用部分の形状又は効用の著しい

変更を伴う場合と、そうでない場合は決議要件が異なります。著しい変更を伴わない場合は、区分所有

者及び議決権の各過半数による普通決議で決することができます（ただし、規約で別段の定めをするこ

とができます。）。一方、著しい変更を伴う場合には、区分所有者数及び議決権の各４分の３以上の多

数による特別多数決議が必要となります（ただし、区分所有者の定数は規約でその過半数にまで減じる

ことができます。）。 

・ 平成 16 年 1 月より前の標準管理規約に基づいて管理規約を設定している場合は、共用部分の変更は、

「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないもの」以外は、４分の３以上の多数による決議を必

要とすることが規約に定められていると考えられるため、注意が必要です。 

・ なお、共用部分の変更工事が、形状又は効用の著しい変更にあたるか否かなどの考え方については、

巻末の「〈参考２〉マンション改修に関する区分所有法上等の手続き」を参照して下さい。 

 

（７）工事の実施 

１）契約の締結 

・ 集会の決議が成立すると、管理組合（発注者）と施工会社（受注者）の間で工事請負契約を締結します。

また、工事監理者との間で工事監理業務委託契約書を交わします。 

２）施工実施計画・工事説明会の開催 

・ 工事請負契約の前提となる工事計画をもとに、施工者が施工実施計画（工事工程計画、仮設計画、工

事施工計画）を検討し、管理組合の意見を踏まえて最終決定します。 

・ 改修工事は居住者の協力なくしては進めることができません。施工実施計画が出来上がると、工事説

明会の資料（簡易な工事実施のしおり等）を配布し、工事内容・施工体制、工事工程、作業時間、現場

事務所の設置、仮設・足場・安全対策、品質管理方法、注意お願い事項等の説明会を行います。 

３）工事着手と監理の重要性 

・ 工事の適切な実施に向けては、工事工程の進捗状況、施工状況等を厳正にチェックする「監理」の役

割が非常に重要となります。建築基準法や建築士法では、新築、増築、大規模な修繕・模様替え等の

工事をする場合には、建築士である工事監理者を置くことが義務づけられています。 

・ 工事実施期間中は、管理組合、施工者、工事監理者による工事報告会を月１回程度は開催し、工事の

進捗・施工状況の確認や問題点に対する対策の検討、追加・変更工事の検討・承認等を行います。 

４）工事検査と竣工後の手続き 

・ 工事実施期間中の適切なタイミングで、管理組合の立ち会いの下で、中間検査を行います。また、工

事の施工が最終工程を終えた時点で竣工検査（足場解体前検査及び最終検査）を行います。竣工検

査では、施工者検査、監理者検査に加え、管理組合による検査も行います。 

・ 管理組合は、竣工後できるだけ速やかに、竣工図書の引き渡しを受けるようにする必要があります。 
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マンションの大規模修繕工事等に関する疑問や相談がある場合には、（公財）住宅リフォーム・紛争処理 支

援センターや（公財）マンション管理センターにおいて、建築士等による助言を受けることもできます。（詳しく

は、「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について（通

知）」（平成 29 年１月 27 日国住マ第 41 号国土建労第 1021 号）をご確認ください。） 

 

１．６ マンションの共用部分・専有部分の基本区分と本マニュアルで扱う改修工事の対象 

・ マンションの共用部分と専有部分の基本区分を示すと以下のようになります。 

対象部位 共用部分 専有部分 

建
物 

①構造躯体（基礎・柱・梁・壁・スラブ・屋根等） ○  

②エントランスホール、廊下、階段、エレベーター室 ○  

③バルコニー、ルーフバルコニー ○（※１）（※２）  

④壁仕上げ材、防水材、鉄・アルミ部等の金物 ○  

⑤各戸玄関ドア（住戸外側）、サッシ ○  

⑥給排水設備、消火設備、ガス、給湯・冷暖房、換気設備、電

灯幹線・動力設備、照明器具・配線器具、情報通信設備、テ

レビ共聴設備、防災設備等の（パイプスペース内の）立て管、

各住戸入口までの配管・配線等 

○  

⑦上記⑥の各種設備の住戸内の配管・配線  ○（※２） 

⑧住戸内の居住空間、内装仕上げ材、設備機器等  ○（※３） 

附
属
施
設
等 

①管理事務所、集会所・コミュニティーセンター、給水塔、クラブ

ハウス、倉庫等 
○  

②駐車場、バイク置場、自転車置場 ○  

③外構工作物（遊具・柵・掲示板・サイン等）、屋外灯 ○  

敷
地 

①建物の敷地、道路、歩道、広場、緑地等 ○  

②専用庭 ○（※１）（※２）  

     ※１：ただし、通常、専用使用権が設定されています。 

     ※２：管理組合の規約により、共用部分の範囲又は共同管理をする範囲を定めている場合があり、マンショ

ン毎に扱いが異なる場合があります。 

     ※３：設備機器については共用管等の容量等に影響を及ぼす場合があり、一定の設置ルールを定めてい

る場合があります。 

 

・ 本マニュアルで対象とする工事は、共用部分の工事であり、専有部分（住戸内）のいわゆるリフォーム

工事は扱いません。ただし、専有部分の工事であっても、専用給排水管の更生・取替え工事など、共用

配管と一体的に扱うことが必要とされる工事、浴室防水工事や給湯設備・冷暖房設備工事など専有部

分の改善のために共有部分に変更を加える必要がある工事等については、本マニュアルで扱います。 


